
八 尾 市 無 料 低 額 診 療 所 届 出 実 施 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 26 年 法 律 第 45 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。）第 69 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、無 料 低 額 診 療 所

（ 法 第 ２ 条 第 ３ 項 第 ９ 号 で 規 定 す る 生 計 困 難 者 の た め に 、無 料 又 は 低

額 な 料 金 で 診 療 を 行 う 事 業 を 実 施 す る 医 療 機 関 ）に 関 し 、法 で 定 め る

も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 利 用 対 象 者 ）  

第 ２ 条  無 料 低 額 診 療 所 は 低 所 得 者 及 び 生 計 困 難 者 等 を 利 用 対 象 者 と

す る 。  

（ 実 施 主 体 ）  

第 ３ 条  無 料 低 額 診 療 所 は 医 療 機 関 を 実 施 主 体 と す る 。  

（ 実 施 基 準 ）  

第 ４ 条  無 料 低 額 診 療 所 の 実 施 基 準 は 、「 社 会 福 祉 法 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規

定 す る 生 計 困 難 者 の た め に 無 料 又 は 低 額 な 料 金 で 診 療 を 行 う 事 業 に

つ い て 」（ 平 成 13 年 ７ 月 23 日 社 援 発 第 1276 号 社 会 ・ 援 護 局 長 通 知 。

以 下 「 局 長 通 知 」 と い う 。） 第 一 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 届 出 ）  

第 ５ 条  無 料 低 額 診 療 所 を 開 始 し よ う と す る 者 は 、次 の 各 号 に 定 め る 書

類 を 添 え て 、市 長 に 無 料 低 額 診 療 所 開 始 届 書 (様 式 １ )を 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。  

（ １ ） 法 人 定 款 又 は 寄 附 行 為  

（ ２ ） 法 人 登 記 事 項 証 明 書  

（ ３ ） 医 療 機 関 開 設 許 可 書 (写 ) 

（ ４ ） 事 業 開 始 理 由 書  

（ ５ ） 事 業 開 始 に 係 る 法 人 理 事 会 ・ 評 議 委 員 会 等 会 議 録 (写 ) 

（ ６ ） 事 業 計 画 書 (第 １ 年 度 、 第 ２ 年 度 ) 

（ ７ ） 収 支 計 画 書 (第 １ 年 度 、 第 ２ 年 度 ) 

（ ８ ） 無 料 低 額 診 療 事 業 減 免 規 定  

（ ９ ） 無 料 低 額 診 療 事 業 対 象 者 へ の 事 業 案 内 (チ ラ シ ・ 院 内 掲 示 等 )  

（ 10）取 扱 患 者 総 数 、無 料 低 額 診 療 事 業 に 該 当 す る 見 込 者 数 が 確 認 で き

る 書 類  

（ 11） 医 療 ソ ー シ ャ ル ・ ワ ー カ ー の 配 置 状 況 及 び 配 置 根 拠  

（ 12） 建 物 の 図 面 ・ 概 要 書  

（ 13） 生 計 困 難 者 等 に 対 す る 健 康 相 談 及 び 保 健 教 育 の 実 施 計 画  

（ 14）局 長 通 知 第 一 に お い て 、病 院 及 び 診 療 所 が 該 当 し な け れ ば な ら な

い 項 目 に 該 当 し て い る こ と を 示 す 書 類  

（ 15） 関 係 法 令 ・ 通 知 順 守 の 念 書  

（ 16） 無 料 診 療 券 （ 様 式 ） 及 び 低 額 診 療 券 （ 様 式 ）  



（ 17） 無 料 低 額 診 療 事 業 診 療 依 頼 書 (様 式 ) 

（ 18） 相 談 記 録 ・ 収 入 認 定 書 (様 式 )  

（ 19） 診 療 費 減 免 申 請 書 (様 式 ) 

（ 20） 無 料 低 額 診 療 決 定 通 知 書 (様 式 ) 

（ 21） 事 務 取 扱 要 領 （（ 16） ～ （ 20） の 取 り 扱 い に つ い て ）  

（ 22） そ の 他 必 要 書 類  

２  前 項 の 届 出 を す る と き は 、利 用 の 方 法 等 に つ い て 、市 長 に 事 前 協 議

を 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

第 ６ 条  届 け 出 た 事 項 に 変 更 が 生 じ た と き は 、次 の 各 号 に 定 め る 書 類 を

添 え て 、市 長 に 無 料 低 額 診 療 所 変 更 届 書（ 様 式 ２ ）を 届 け 出 な け れ ば

な ら な い 。  

（ １ ） 定 款 又 は 寄 付 行 為  

（ ２ ） 法 人 理 事 会 及 び 評 議 員 会 等 議 事 録 の 写 し  

（ ３ ） そ の 他 必 要 書 類  

２  前 項 の 規 定 は 、無 料 低 額 診 療 所 の 停 止 の 届 出 を し た 者 が 、停 止 し て

い た 当 該 届 出 に 係 る 事 業 を 再 開 し た と き に 準 用 す る 。  

第 ７ 条  届 け 出 た 無 料 低 額 診 療 所 を 廃 止 又 は 停 止 し よ う と す る 場 合 は 、

次 の 各 号 に 定 め る 書 類 を 添 え て 、市 長 に 無 料 低 額 診 療 事 業 所 廃 止（ 停

止 ） 届 出 書 （ 様 式 ３ ） を 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 定 款 又 は 寄 附 行 為  

（ ２ ） 法 人 理 事 会 及 び 評 議 員 会 等 会 議 録 の 写 し  

（ ３ ） そ の 他 必 要 書 類  

（ 税 措 置 ）  

第 ８ 条  「 社 会 福 祉 法 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 生 活 困 難 者 の た め に 無 料

又 は 低 額 な 料 金 で 診 療 を 行 う 事 業 及 び 同 項 に 規 定 す る 生 活 困 難 者 に

対 し て 無 料 又 は 低 額 な 費 用 で 老 人 福 祉 法 に い う 老 人 保 健 施 設 を 利 用

さ せ る 事 業 に 係 る 固 定 資 産 税 の 非 課 税 措 置 に つ い て 」 (平 成 11 年 5

月 17 日 付 け 社 援 企 第 80 号 厚 生 省 社 会 ・ 援 護 局 企 画 課 長 )に 基 づ き 、

固 定 資 産 税 の 非 課 税 措 置 に 係 る「 無 料 又 は 低 額 診 療 患 者 割 合 」の 認 定

を 行 う 。 な お 、 認 定 に つ い て は 、「 証 明 願 」 (様 式 ４ )に 基 づ き 、 市 長

は 、「 証 明 書 」 (様 式 ５ )を 発 行 す る 。  

（ 報 告 徴 取 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、必 要 に 応 じ て 事 業 に 関 す る 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。 

（ そ の 他 ）  

第 10 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 無 料 低 額 診 療 所 の 届 出 等 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


